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特集：女性活躍推進策

女性管理職の
育成・登用事例  
 （日本航空／エーザイ／亀田製菓）

これから施行・改正される
法令のポイントまとめ 

法令解説

日本ガイシの新人事制度 
企業事例

労働関係法律─基本解説
第17回　不利益変更

実務解説

被扶養者の認定における年間収入の取り扱い
労働法令

執行役員である控訴人は担当部門または担当部の最高責任者とは認められず、管理監督者に当たらない
（日本硝子産業事件　東京高裁　令 7. 7. 2判決）

労働判例

●就業規則に配転・異動規定がない場合でも、転勤を命じることは可能か
●出張に家族が同行することを就業規則で禁止できるか
●コアタイムに遅刻した社員の賃金控除における留意点
●深夜勤務ばかりする裁量労働制の適用社員を懲戒処分できるか
●優秀な社員の経歴詐称が発覚したものの、そのまま勤務を継続させたい場合、どのように対応すればよいか
●人事制度の改定により降給を導入することは不利益変更となるか
●入社時に、家族の氏名や家族構成に関する情報の提出を義務づけてはならないか
●内定者が入社前にうつ病を発症して、予定していた入社日に出社できない場合、内定取り消しは可能か

相談室Q&A
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（日本硝子産業事件　東京高裁　令 7. 7. 2判決）
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	 	 �女性管理職の育成・登用事例
研修による育成やキャリア形成支援、女性が少ないポストへの積極的な登用を行う 3 社

	 22	 日本航空
能力に応じた職種横断的な人財配置により、活躍機会の拡大を図る。 
女性が少ない部門にも積極的に女性管理職を登用

	 31	 エーザイ
社内外の研修プログラムにより社員のマインドセットや組織風土の変化を促し、 
女性管理職比率30％を目指す

	 39	 亀田製菓
異業種女性交流研修やロールモデルとの交流会を実施し、女性社員の管理職志向を醸成
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〈施行前・改正前の要点整理〉
	 	 これから施行・改正される法令のポイントまとめ

令和 7 年11月以降に施行される労働関係法を中心に、法改正の押さえどころをチェック
田中朋斉　特定社会保険労務士／石嵜大介　特定社会保険労務士　石嵜・山中総合法律事務所
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 62 特集 3 人事制度事例シリーズ

	 	 日本ガイシ
基幹職に職務を基軸とした新人事制度を導入。 
年収水準10％引き上げや年齢による報酬減と役職定年の廃止により、職務に応じた処遇を実現
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	 	 労働関係法律─基本解説
	 	 第17回　不利益変更
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